
阿賀野市告示第１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び阿賀野市公の施設

の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１７年阿賀野市条例第２８号）第６条

第１項の規定により、公の施設に係る指定管理者の指定を行ったので、同条例第６条第

２項の規定に基づき告示する。 

  令和７年１月１０日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

施 設 の 名 称 
指 定 管 理 者 の 

名称及び所在 地 
指 定 期 間 

阿賀野市神山児童クラブ 社会福祉法人みのり会 

新潟県阿賀野市上高関１０７番

地３ 

令和 ７年４月０１日から 

令和１０年３月３１日まで 

 

7.1.20 


